
　　　

令和８年４月１日改定

   県有スポーツ施設の使用に係る費用の適正な負担を確保するため、令和６年

までの消費者物価指数の上昇率等を勘案し、令和８年４月１日より、施設の利用

料を引き上げさせていただきました。

   ご理解のほど、よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（　）内は改定前使用料

９：００～１３：００
までの時間
１時間につき

１３：００～１７：００
までの時間
１時間につき

午前９時～午後５
時までの時間以外
１時間につき

使用者が主として
児童生徒のために
使用する場合

３６０円
（３１０円）

４６０円
（４００円）

８１０円
（７００円）

使用者が主として
児童生徒以外の者
のために使用する
場合

８７０円
（７５０円）

８７０円
（７５０円）

１，８００円
（１，５６０円）

使用者が主として
児童生徒のために
使用する場合

１９０円
（１６０円）

１９０円
（１６０円）

１３０円
（１１０円）

使用者が主として
児童生徒以外の者
のために使用する
場合

３８０円
（３３０円）

３８０円
（３３０円）

３００円
（２６０円）

８９０円
（７７０円）

８９０円
（７７０円）

８９０円
（７７０円）

２７０円
（２３０円）

２７０円
（２３０円）

２７０円
（２３０円）

使用者が主として
児童生徒のために
使用する場合

１８０円
（１５０円）

２３０円
（２００円）

４００円
（３５０円）

使用者が主として児
童生徒以外の者のた
めに使用する場合

４３０円
（３７０円）

４３０円
（３７０円）

９００円
（７８０円）

　　１１～３月使用期間において体育場を使用する場合の額は、１時間に

　　つき430円を加算。半面の場合は１時間につき210円を加算。

使用の単位

半面貸切
使用する
場合の
使用料

スポーツ科学センター使用料の改定について

個人が使用
する場合の

使用料

区　　　　分 使　用　料

小学校児童及び中学校生徒

１人１回４時間
以内につき

１００円（　8０円）

高等学校生徒並びに高等専
門学校生徒及び大学の学生

貸切使用
する場合
の使用料

区　　分

使　　用　　料

体育場

ウエイト
リフティ
ング場

研　　　修　　　室

会　　　議　　　室

体育場冬期
加算使用料

２６０円（２２０円）

体育場

１７０円（１4０円）

一　　　　　　般
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料　　金

３７０円
（３２０円）

７４０円
（６４０円）

８１０円
（７００円）

１，６００円
（１，３９０円）

１９０円
（１６０円）

３７０円
（３２０円）

コース 区　　　　　　　分

一般体力
測定料金

一　　般

筋力向上
コース

高校生以下

一　　般

体成分測定
コース

高校生以下

一　　般

健康体力つくり
コース

高校生以下
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